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勉強・学習は学校教育の柱の一つ

です 

 Ｎｏ１の学校だよりで中広中学校の学校経営計画をお示

ししました。その３つの柱の一つである，「学力・体力の向上」

の具体的方策の③は「家庭での学習習慣を身に付けるため，

週末課題・学習ノートを活用する」となっています。 

 中広中学校も広島県教育委員会実施の基礎・基本定着状況

調査や全国学力・学習状況調査ほかの調査結果から，学力を

身に付けるために家庭学習の習慣化が欠かせないものとして

クローズアップされてきた経緯があります。言うまでもなく，学力を身に付けるためには，日頃から１日

のうちの一定時間，   （いつか花開くために・・・） 

机について学習するという「習慣」がなければなりません。中学校では，各教科で，いわゆる宿題・課題

を意図的に出すようにしています。１年生など，最初は慣れないうちは，しんどさがあるかも知れません

が，習慣にしてしまえば，苦痛にはなりません。こうした家庭学習の習慣は学校と家庭が足並みをそろえ

てこそ，達成できるものです。方法（下記）は簡単です。ぜひ，学校と手を携えて子どもたちへの家庭学

習の習慣化を図っていきましょう。 

１日１ページの学習で，学ぶことを習慣化する。 

学習ノートの実施方法 

        勉強する教科はどの教科でもＯＫです。その日に学校で行われた授業で 

出された宿題・課題をやってもＯＫ，自分で復習・予習をした内容でも 

ＯＫです。とにかく，１日に最低１ページのノート勉強をするというこ 

とです。次の日には学級担任の先生に提出し，確認をしてもらいます。 

 

子どもたち，は「未来からの留学生」とも言われます。こうした貴重な「留学生」の健全育成に向けて，

学校・家庭・地域が協同せねばなりません。 

教育基本法にも子どもたちの将来の社会生活のために，義務教育の在り方，保護者の責務が次のように

記載されています。（以下抜粋） 

 

  

 

 

 

 

 

中広中学校だより   平成２４年５月８日（火） ＮＯ．３ 

校 訓・・・ 清 純 ・ 平 和 ・ 希 望 

学校教育目標・・・「心身ともに健康で，社会に役立つ自主的行動のできる生徒を育成する」 

広島市立中広中学校 

「地域に学び，地域で育つ ～あいさつ・掃除・感謝の心～」 平成 24 年度心の元気を育てる地域支援事業 

 

 教育基本法 第５条 第２項 （義務教育） 

 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる

基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行

われるものとする。 

 第１０条 （家庭教育） 

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な

習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとす

る。 
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※ 教育基本法は，戦後の昭和２２年に制定された後，およそ６０年ぶりとなる平成１８年１２月に改正

成立し，同年１２月２２日から公布・施行されました。 

 

活字の海で泳ぐ楽しさを！ 

～朝読書強化週間（５月７日～５月１０日）～ 

中学校では，１日の学校生活のスタートに当たる朝学活で，８：２５～８：

３５の１０分間の読書時間を設定しています。基本的なルールは４つです。 

① みんなでやる。 ⇒ ・１０分間は，一切おしゃべりをしないで， 

黙って読む。 

② 毎日やる。   ⇒ ・基本的に緊急を要する必須事項などのない日は，定時定点方式で行う。 

③ 好きな本を読む。⇒ ・読む本は，なんでもＯＫ（漫画本，雑誌，ゲーム本，写真集・カタログ・ 

教科書などは除く） 

④ 読むだけ。   ⇒ ・読後の感想や感想文などは求めません。 

今回は生徒会の図書委員さんが全校に呼びかけてくれます。１日に１０分と言っても，年間の登校日数

２００日では，実に２０００分，３３時間にものぼります。たかが１０分，されど１０分です。ぜひ，い

ろんな本を読んで，活字の海で泳ぐ醍醐味（だいごみ）を知りましょう。 

お知らせ 

☆ 自転車は「車両」です 

車の免許をお持ちの保護者の方は，既にご存知のとおり，自転車は道路交通法上，「車両」に分類され，

道路交通法の適用を受けることになります。平成２３年の広島県内の自転車による事故，いわゆる警察

が事故として処理した統計処理上の数値は，次のとおりとなっています。 

総事故件数              ・・・３０２８件 

小・中・高校生による事故        ・・・９１４件 

小・中・高校生による１日平均の事故件数 ・・・２．５件 

自転車の違反が原因となった事故件数   ・・・５２２件 

 これから季節的にも温かくなり，自転車を利用する機会も増えることと思われます。中学生とはいえ，

一旦事故が起これば，重大事故につながることもあります。本年度４月に入って，広島市内でもお年寄

りと中学生の乗った自転車による接触事故で，お年寄りが重大な怪我を負うという事案が発生していま

す。事故は被害者・加害者の双方に大きな禍根（かこん）と心の傷を残します。折に触れて各ご家庭で

も，日頃より，自転車による安全運転を話題にして下さい。 

☆ 部活担当について 

２学年の学級編制変更に伴い，下記のとおり，部活担当の一部追加変更を行います。 

小早川 嵩  教諭 ⇒ 陸上部，菊間 かおり 教諭 ⇒ 柔剣道部 

今後とも，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

☆ 皆既日食・・・絶対に肉眼で直接見ない！危険です！ 

すでに知っている人も多いかと思いますが，５月２１日には，広島でも部分日食の天体ショウが見ら

れます。日本では４６年ぶりという希少なチャンスで期待して待っている人も多いでしょうが，決して

してはいけないことがあります。それは，・・・「肉眼で直接見て観測しないこと！」です。過去にも事

後に目の不調・異常を訴える人が出ていることから，文部科学省からも全国の学校児童生徒に呼びかけ

を行っています。観測する場合は，専用のフィルターなどを使って，安全に観測しましょう。 


